
平田地区
復興まちづくり協議会・地権者連絡会

平成30年8月31日（金）
18:30～

開催場所：平田集会所
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１．市長からの挨拶
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２. 本日の趣旨とこれまでのふりかえり

本日は、お忙しい中お集まりいただき、ありがとうございます。
今回の復興まちづくり協議会で特にご説明したい点は以下の通りです。

○上平田川水門の整備について

○旧釜石商業高校周辺の道路の整備について

○平田漁港海岸整備について

○宅地の整備状況について

○土地区画整理事業の換地処分に向けて（今後の流れ）

○釜石市区画整理土地活用支援制度について

○住宅再建に係る補助制度について

平田地区では「復興まちづくり協議会・地権者連絡会」を、これまで８回

開催させていただいており、その中での主だった項目を御説明いたします。
４



○平成25年6月30日 復興まちづくり協議会・地権者連絡会
・復興事業実施スケジュールについて
・平田幼稚園建設候補地について
・平田上中島線調査事業について
・住宅再建支援制度について ほか

○平成25年9月26日 復興まちづくり協議会・地権者連絡会
・土地区画整理事業スケジュールの見直しについて
・土地区画整理事業の進捗について
・国道45号仮道路計画について
・平田地区避難誘導施設設置工事について ほか

○平成26年5月30日 復興まちづくり協議会・地権者連絡会
・これからの工事計画等の流れについて
・板木山仮置き場計画について
・国道45号整備の概要について ほか

○平成26年8月28日 工事説明会

平成25年度～平成26年度開催
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○平成26年12月14日 公開試験盛土見学会

○平成27年3月10日 復興まちづくり協議会・地権者連絡会
・工事進捗状況及びスケジュールについて
・宅地整備基準（案）について
・災害危険区域の指定について
・公開試験盛土の開催結果について
・平田漁港海岸防潮堤について
・釜石港湾口防波堤の復旧状況について ほか

○平成27年11月21日 復興まちづくり協議会・地権者連絡会
・工事進捗状況及びスケジュールについて
・国道45号の工事進捗について
・災害危険区域の設定について ほか

○平成28年3月17日 工事説明会

平成26年度～平成27年度開催
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○平成29年1月27日 復興まちづくり協議会・地権者連絡会
・復興まちづくり計画の進捗状況について

①復興まちづくり計画の進捗状況の概要
②宅地引渡しスケジュールについて

・宅地引渡し可能時期のお知らせについて
・宅地品質の考え方について
・土地区画整理事業の換地処分に向けたスケジュール（案）

について
・町界、町名の変更と住居表示について
・下水道受益者負担金及び下水道使用料について ほか

○平成29年10月20日 復興まちづくり協議会・地権者連絡会
・今後の工事及び宅地引渡しスケジュールについて
・町界町名変更について
・集会所の整備について
・消防屯所の整備について
・下水道受益者負担金及び下水道使用料について
・ごみ集積所の整備について
・消防水利・街路灯の整備について

平成28年度～平成29年度開催
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○平成30年1月26日 復興まちづくり協議会・地権者連絡会
・町界町名変更について
・土地区画整理事業の換地処分に向けて（今後の流れ）
・地区計画の策定について
・平田埋立地の用途地域の変更について

○平成30年9月7日 復興まちづくり協議会・地権者連絡会（今回）

平成29年度～平成30年度開催
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平田地区の計画図

♦安全・安心の確保
①施工後の県道桜峠平田線より南側については

最大５ｍ程度かさ上げ。
②国道４５号を最大2m程度かさ上げ。(宅地は

平均0.8mのかさ上げ)
③下平田川沿いの南北方向に９ｍの生活道路(区

画道路)を整備するとともに、全ての宅地が区
画道路に接道するように配置

④水門及び防潮堤(標高6.1m)を整備
⑤市民の憩いの場を提供するための公園整備
⑥道路整備に併せて上下水道施設を整備
⑦避難路・避難場所の整備
⑧見守り等地域ネットワークの構築
⑨ごみ箱の整備
⑩街路灯・防犯灯の整備
⑪消火栓・防火水槽の設置
♦公共施設等の整備
①生活応援センター、平田こども園、集会施設、

消防屯所の整備
②駐在所の移設(上平田へ)
③岩手大学水産システム学コース・水産系大学院

の設置
④岩手県立釜石祥雲支援学校の移設候補地
♦産業の再生
①漁港の復旧、漁港施設の整備、漁船の確保、

養殖漁場や漁業関連施設等整備

【計画の考え方】

※現時点での計画であり、今後の手続き等において変更があります。

国道45号

県道桜峠平田線

上平田川

消防屯所

平田集会所

平田こども園

平田駅

土地区画整理事業
22.7ha

災害危険区域

平田漁港海岸防潮堤

H30年度
着工予定

平田小学校

上平田川水門

9

下平田川



平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期

土砂搬入

区 画 整 理 事 業 期 間

工事完成後、宅地引渡し(順次)

撤去工

造成工事、道路・埋設管等工事

上水道・下水道工事

国道45号工事

仮
換
地
指
定

※ 状況に応じて変更することがあります。

平田漁港海岸整備工事（防潮堤・水門）

全体のスケジュール 平田地区現在

屯所建設

集会所建設
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上平田川水門整備工事

換
地
処
分

旧商業高校周辺
道路整備工事



３．上平田川水門の整備について
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上平田川水門の計画図

海側

山側

平成30年度は、今後、本体工事に着手予定（2期）

現在、上平田川の仮締切り工事が
完了し、基盤に杭を打設中（１期）

平成31年度は、防潮堤への摺り付け等の
周辺工事に着手予定（3期）

■上平田川水門は、最大規模の津波が発生した際に、上平田川からの居住エリアへの
浸水を防ぐため、平成２９年度より整備しています。
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上平田川水門の計画図

断面図

○深さ 最大15.5m

○計画本数 73本

海側
山側
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整備状況について

 現在、仮締め切り工事まで完了しております。

H30.6.18撮影海側

山側

上平田川



15

上平田川水門工事スケジュールについて

※各工事のスケジュールは、前後する可能性があります。

基 礎 工 事

（ 杭 打 設 、 翼 壁 等 ）

本 体 工 事

（操作台、扉体、機械設備等）

右 岸 堤 防 工 事

（ 操 作 室 、 右 岸 堤 防 等 ）

左 岸 堤 防 工 事

（左岸堤防、仮設撤去工等）

工　　　事
平成31年度平成30年度

11 12 1 25 6 7 8 39 10 11 12 1 23 4 5 6 7 89 10

 上平田川水門は工事完了の時期は、平成３１年１２月を予定しています。



４．旧釜石商業高校周辺の道路整備について
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道路整備の計画平面図

4号公園

復
興
公
営
住
宅

防火水槽１基設置

幅員を５ｍに拡幅（1期）

幅員を９ｍに拡幅（2期）



支 障 物 件 移 設

に 向 け た 調 整

幅員5m道路 工事

仮設住宅（南側）

撤去に向けた調整

仮設住宅（南側）

撤 去 工 事

迂 回 路 工 事

幅員9m道路 工事

工　　　事
平成30年度

8 2 3 4

平成31年度

9 10 11 125 6 89 10 11 712 1

旧釜石商業高校周辺の道路工事スケジュールについて

 道路拡幅は平成30年度冬期から工事着手し、平成31年度の完成予定となります。

【遅延理由】
・主にこれまで住宅再建箇所の工事を最優先に進め、旧釜石商業高校周辺の道路工事

については、流動的であった仮設住宅の転居予定が確定した平成29年度以降から
の検討となったものです。

・工事手法の検討結果、該当道路の拡幅工事には迂回路が必要との結論に至り、段階
を経ての施工となるため、工事自体にも期間を要するものです。

18※各工事のスケジュールは、前後する可能性があります。
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工事中の迂回路について《STEP1》

 北側の道路の幅員を計画幅員の５ｍに拡幅

復
興
公
営
住
宅
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工事中の迂回路について《STEP2》

 仮設住宅団地内の迂回路を設置
 下平田川側の道路の法面工事に着手

復
興
公
営
住
宅

山側へ
の通行

海側へ
の通行

道路の法面工事
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工事中の迂回路について《STEP3》

 下平田川側の幅員を計画幅員の９ｍに拡幅する工事着手

復
興
公
営
住
宅

山側へ
の通行

海側へ
の通行

幅員を９ｍに拡幅（Ｌ＝242ｍ）



工事中の迂回路について《STEP4》

 仮設の迂回路を撤去し、旧釜石商業高校周辺の道路整備が完了

復
興
公
営
住
宅
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５．平田漁港海岸整備について
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復旧計画の平面

平田漁港海岸計画平面図
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既存 水門1基 陸こう2基 → 復旧 水門1基 陸こう1基

陸こうを2基から1基に廃止し、集約化を図る

※陸閘：りっこう 防潮堤に設置しているゲート

陸閘廃止

従来通り防潮堤を乗り越し、
漁港側へのアクセス確保

陸閘復旧
水門復旧

水門新設
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鉄筋コンクリート
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水門設備事例
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自動浮上式陸閘
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自動浮上式陸閘

・水による浮力にて閉鎖

・人的操作不要

・安全設備 ： 遮断機・回転灯 等

水の浮力で自動閉鎖

イメージ図
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工程表
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６．宅地の整備状況について

30
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宅地整備状況（大字平田第３地割）

H30.6.18撮影
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宅地整備状況（大字平田第５地割）

H30.6.18撮影
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宅地整備状況（大字平田第６地割７８付近）

H30.6.18撮影
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宅地整備状況（大字平田第６地割２０付近）

H30.6.18撮影
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県道桜峠平田線整備状況

H30.6.18撮影
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区画道路整備状況（カーブミラー設置後）

H30.7.19撮影
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平田地区消防屯所整備状況（H29.11月完成）

H30.6.18撮影
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平田集会所整備状況（H30.3月完成）

H30.6.18撮影
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宅地の整備状況について
 皆様のご協力のおかげで、前回のまち協（平成30年1月開催）でお示ししたスケ

ジュールについて、ほぼ予定どおり進捗しました。
※ただし、下平田水門（平田漁港海岸整備）周辺の一部の宅地の引渡しが遅れ、ご迷惑を

おかけいたします。

前回のまち協スケジュール

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

整地・インフラ整備

換地

支障物撤去 盛土
宅地引渡し

撤去 整地・インフラ

宅地引渡し

盛土
整地・インフラ整備

宅地引渡し

撤去 整地・インフラ整備

宅地引渡し

2016年度（H28年度） 2017年度（H29年度） 2018年度（H30年度）

3
H29.6-

H30.3

2
H29.1-

H29.10

1-2
H29.1-

H29.10

1-1(1)
H29.1-

H29.10

用途 地区
事前引渡し

予定時期

下平田水門（平田漁港海岸整備）
完成後の引渡しとなります。

現在



7．土地区画整理事業の換地処分に向けて（今後の流れ）
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換地計画（案）のお知らせ

換地計画の縦覧及び決定

換地処分の通知

換地処分の公告

区画整理登記

清算金の徴収交付

工事や測量の結果による面積誤差や、整理前の土地と換地の評価額の過不足を金銭で清算
します。

法務局に登記されている地区内全ての土地と建物登記の表題部が、換地の町名、地番、
地目、地積等に書き換えられます。

「換地処分の通知」が完了すると、県知事が換地処分の公告を行います。

決定した換地計画の内容を、抵当権者等を含めた全ての権利者の皆様に通知いたします。

換地計画の内容を関係権利者の皆様に２週間縦覧します。
縦覧が完了しましたら、岩手県の認可を受けて換地計画が決定します。

換地計画の案を、土地所有者及び借地権者の皆様にお知らせいたします。

使用収益開始日の通知

従前の土地にかわり、仮換地の使用を開始できる日をお知らせいたします。

 工事の遅れに伴い、前回のまち協（平成30年1月開催）でお示ししたスケジュール
から１年程度、後ろ倒しとなります。
※具体的な時期や詳細な内容については、実施時期に関係権利者の皆様にお知らせします。

41

宅地造成工事の完了

宅地の造成後、測量・境界杭の設置を行います。（概ね２ヶ月程度）順次実施

平成32年2～4月頃

平成32年5～7月頃

平成32年8月頃

換地処分通知から
概ね3ヶ月後

換地処分の公告から
概ね3ヶ月後

平

成

年

度

32

土地区画整理事業の換地処分に向けた流れ



※ 使用収益の開始時に、ガイドブック
（上記）を皆さまへ配布しております。

◎ 「使用収益開始日の通知」とは
仮換地を地権者の方が使用できる日を
お知らせするものです。

※ この「使用収益開始日の通知」は、重要
な書類（行政処分通知）です。再発行は
できませんので大切に保管してください。
【利用する例】
・仮換地に建物を建築する場合
・土地売買などの権利変動
・土地を担保に融資を受ける場合 など

◎ 「使用収益の開始」とは

仮換地を使用できる状態になったことを

いい、現地の管理についても施行者から

土地権利者に変わります。

◎ 使用収益の開始時期について

平田地区においては、今年から順次

開始します。

使用収益開始日の通知

42

使用収益開始日の通知について



H30年度（予定）

H31年度（予定）

※工事、測量等の進捗により変更となる可能性があります。

旧商業高校

小学校

43

使用収益開始スケジュール

開始済み



 「換地計画（案）のお知らせ」は、換地計画の縦覧に先立ち、換地計画（案）の
内容を事前に土地所有者及び借地権者の皆様にお知らせするものです。

「換地計画」とは、整理前の土地と換地（整理後の土地）
の組み合わせや、権利関係のとりまとめ及び換地相互間の
不均衡を是正するための清算金を定めるもので、具体の内容
は以下のとおりです。

① 換地明細書
整理前の土地と換地の町名、地番、地目、地積、
所有権、借地権、抵当権等の権利関係

② 清算金明細書
整理前の権利価額と換地の権利価額及び清算金額

③ 換地図
換地の町名、地番、位置、形状

換地計画について

44

換地計画（案）のお知らせについて



B
150㎡

A
200㎡

D
350㎡

C
300㎡

従前地と等価な換地面積従前地の面積

実際の換地地積

従前地
面積

従前地と
等価な

換地面積
①

実際の
換地面積

②

過不足
面積

②－①

A
㎡

200
㎡

180
㎡

182
㎡

＋2

B
㎡

150
㎡

135
㎡

134
㎡

－1

C
㎡

300
㎡

270
㎡

273
㎡

＋3

D
㎡

350
㎡

315
㎡

311
㎡

－4

過不足を金銭で清算 ↑

B’
135㎡

A’
180㎡

D’
315㎡

C’
270㎡

B”
134㎡

A”
182㎡

D”
311㎡

C”
273㎡

 工事や測量の結果による面積誤差や、整理前の土地と換地の評価額の過不足を
金銭で清算します。

45

清算金について



46

 「津波浸水区域内」で対象と認められる土地・家屋の固定資産税は全額又は１／２
を減免することとしておりますが、平成３１年度以降は復興事業が完了した地区
ごとに段階的に課税となります。

平田地区
未使用の
土地・家屋

使用している
土地・家屋

平成３０年度 全額減免 1/2減免

平成３１年度 全額減免 1/2減免

平成３２年度 １/２減免 課税（減免なし）

平成３３年度 課税（減免なし）
※復興事業の進捗状況により減免の継続を検討することを予定しています。

〇「津波浸水区域内」の課税時期の見込み

※詳しくは税務課資産税係にお問い合わせください。

固定資産税の取り扱いについて



8．街路灯の整備について
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凡 例

新設予定 （10箇所）

新設設置済（11箇所）

既存照明 （4箇所）

撤去された照明（15箇所）

16～12.5m道路＋歩道

9m道路＋歩道

6m道路

5m道路

4m道路

歩行者専用道路

48

街路灯の設置予定箇所について
 主要交差点部等を中心に1０箇所設置予定しています。

※ただし、皆様からのご意見を聞き、設置箇所の追加や変更等も検討します。

県道桜峠平田線

上平田川

消防屯所

平田集会所

平田駅

平田小学校

下平田川

国道45号



9．釜石市区画整理土地活用支援制度について

49



• 区画整理施行地区内の土地所有者に対して行った、土地利用意向アンケート
（H29.3時点） の結果、約3割が「将来の土地利用は未定」、約２割が「土地を
売却や賃貸で活用希望」という回答。

• 区画整理地区外で再建したため、所有地を利活用する予定がなかったり、住宅再建
資金に所有地の一部を売却したいが、土地の売却をどう進めてよいかわからないと
いう相談が増加。

 土地の売却または賃貸を希望する者（売却等希望者）と、土地の取得または賃借を
希望する者（取得等希望者）をマッチングさせる仕組みを構築することにより、
土地区画整理事業施行地区内の土地の利活用を推進するものです。

土地利用内容の見込み （H29.3時点）

50

釜石市区画整理土地活用支援制度の実施について



今後、土地区画整理地区内の土地を取得・賃借したいというニーズに

対して、迅速に対応できるように、売却や賃貸を希望する土地の掘り起

しと情報発信が、復興まちづくりを推進するうえで重要であることから、

『土地を売りたい・貸したいという人と、買いたい・借りたいという人

をマッチングさせる仕組み』が必要。

51

支援制度のイメージ

土地売却等情報の発信

登録 釜石市売却等希望者 購入等希望者問合せ

協議・交渉

※宅地建物取引業者が行い、市は関与しません



制度の周知を行うとともに、売却等希望者を募集売却等希望者の募集

売却等情報の発信 登録された売却等情報を、窓口やHP等で公開

取得等希望者の受付 土地の取得等希望者からの問い合わせ等受付

売買にむけた協議・交渉 売買にむけた協議・交渉の実施

※宅地建物取引業者等に協力を要請

52

支援制度の運用の流れ



10．住宅再建に係る補助制度について
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東日本大震災で被災した方が住宅を再建する際の補助制度

についてご説明いたします。

補助金額は最大値で行っております。なお、補助制度は

世帯によって、また該当する制度によって受給できる金額が

異なったり、事前に申請が必要となる場合がございますので、

個別にご相談ください。

本協議会終了後に個別に相談をお受けします。また、お電

話等でも随時対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

また、平成30年9月30日（日）に大町：青葉ビルで

【住宅再建相談会】を行いますのでどうぞご利用ください。

54

住宅再建に係る補助制度について



住宅再建補助金の手続き

補助金請求

補助金交付決定通知

仮設住宅の鍵を返却

補助金受領

（口座へ振込）

申 請

【加算支援金】 複数世帯２００万円 単数世帯１５０万円

【生活再建支援金】 地域福祉課 申請期限：平成３１年４月１０日

消費税率引上げ負担分の補助金 最大約９０万円

（例：床面積１００㎡の家 ⇒       ５１．３万円）

【住まいの復興給付金】 同事務局 申請期限：平成３４年１２月末まで
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【利子補給】 市単独補助金 上限 ２５０万円

【新エネルギー】

【バリアフリー】 ４０～９０万円 ①太陽光 上限５万円

【県産材・市産材】 ２０～１４０万円 ②蓄電池 上限５万円

③ペレットストーブ 上限３万円

【県住宅再建】 複数世帯１００万円 単数世帯７５万円

【市単独住宅再建】 複数世帯１３０万円 単数世帯９７．５万円

【引越補助】 一律 ５万円

【住宅再建各種補助金】 生活支援室 申請期限：平成３２年度まで

着 手
工事等契約・融資申込み

工事着工

完 成
融資契約（借入）
工事代金支払い



住宅再建補助金の手続き

56

住宅再建の相談窓口

【生活支援室】

TEL ０１９３－２２－１１７１

市役所第５庁舎１階

【地域福祉課】（加算支援金）

TEL ０１９３－２２－０１７７

①保健福祉センター２階

②市役所第５庁舎１階

【すまいの復興給付金事務局】
TEL ０１２０－２５０－４６０



市の復興事業により整備した事業区域内の宅地の安全性の向上のため、
被災者が自宅敷地の安全対策工事を行う場合に要する経費に対し、補助金
を交付いたします。

ただし、宅地の所有者から補助対象工事の施工について承諾が得られた
者とします。

○補助対象工事
（1）宅地の弱い地盤に対して行う地盤改良工事
（2）高低差1メートル以上の区間内における転落防止柵等の設置工事
（3）同一宅地内において高低差が0.5メートル以上ある箇所で、

この高低差に対する擁壁及び階段を設置する工事

問合せ先
〒026-8686 釜石市只越町3-9-13 市役所第5庁舎2階
釜石市都市整備推進室 管理係
℡ 22-2111(内線468) 27-8437(直通)

57

釜石市住宅再建宅地対策補助金について
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■地盤改良・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■転落防止柵等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

 

 

 

擁壁 

 

 

 

■弱い地盤 

・地盤支持力が宅地の仕上げ面から深さ 2.5ｍ以内において 30kN/㎡未満、2.5ｍから 5.5ｍ

以内において荷重が 500N 以下で自沈する層がある場合の地盤改良工事 

・補助対象工事の合計額の 1/2 とし、50 万円を限度 
 

 

弱い地盤 

市が造成した箇所 
2.5ｍ 

5.5ｍ 

30kN/㎡未満 

500N 以下で自沈 

■転落防止柵等 

・高低差 1ｍ以上の区間内における転落防止柵等の設置

工事 

・補助対象工事の合計額又は設置延長１ｍにつき

10,000 円として積算した金額のいずれか低い金額 

1.0ｍ 
 

対象区間 

参 考 図
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■擁壁及び階段・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

 

   

              

         

        

 🚘 

■擁壁及び階段 

・同一宅地内において高低差が 0.5ｍ以上ある箇所の擁壁及び階段設置工事 

・補助対象工事の合計額又は市が定める基準のいずれか低い金額 

階段 

擁壁 0.5ｍ以上

以上 

擁壁 

高 低 差 擁 壁 階 段 

0.5ｍ以上 1.0ｍ未満 1ｍ当り 9 万円 1 箇所当り 8 万円 

1.0ｍ以上 2.0ｍ未満 1ｍ当り 13 万円 1 箇所当り 10 万円 

2.0ｍ以上 1ｍ当り 18 万円 1 箇所当り 12 万円 

 

市が定める基準 

住宅 
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消防屯所

平田集会所

平田こども園

供用開始済み

平田小学校

平田駅

H30工事発注予定
供用開始時期は工事進捗
により決定

区画整理事業区域内(黄着色部)では現時点で供
用開始済となっております。

平田仮設団地周辺 (赤着色部南側)は、道路拡幅
工事とともに施工を予定しており、H30年度中
の工事発注を目指しております。

下平田川水門周辺(赤着色部防潮堤背後)は、防
潮堤工事とともに施工を予定しており、H30年
度中の工事発注を目指しております。

○

○

平田地区の下水道計画(区画整理事業区域内)

H30工事発注予定
供用開始時期は工事進捗
により決定

○

平田仮設団地
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施工済・供用開始

今年度工事発注予定

平成38年度までを目途に施工予定

平成39年度以降に施工予定

上平田処理区

平田地区の下水道計画(全体計画)
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12．意見交換
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